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日々の業務お疲れ様です。 

この度、社員の皆さんと家族の暮らしを幅広くサポートするため、福利厚生俱楽部に加入いたしました。 

映画やカフェ、旅行等で様々な割引サービスがあり、リフレッシュにも活用できます。 

また、2 か月に一度、その季節に合った旬な情報やお得で役立つサービスが掲載されている「会報誌」をお配り 

しますので、ぜひご活用ください。 

令和 7 年 12 月 1 日をもって、健康保険証が使用できなくなりました。 

使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄してください。 

今後は、マイナンバーカードに健康保険証を利用登録した「マイナ保険証」を提示して医療機関を受診してくださ

い。令和 7 年 4 月 30 日時点でマイナ保険証をお持ちでない方を対象に、協会けんぽより「資格確認書」がご自宅に

送付されています。医療機関を受診する際は、資格確認書をご使用ください。 


